
ジェームズ一世の「忠誠の誓い」と
ロバート・パースンズの『カトリック教徒英国人の判断』

― ― ロ バ ー ト ・ パ ー ス ン ズ の ジ ェ ー ム ズ 一 世 へ の 反 論 に つ い て ― ―

高 橋 正 平

序

17 世紀前半の ジ ェ
ー ム ズ ー 世王朝下 で特筆すべ き事件は ,

1 6 0 5 年11 月 5 日 の

カ トリ ッ ク教の 過激派ジ ュ ズ イ ッ トに よ る ジ ェ
ー ム ズ ー

世の 殺害を図 っ た ｢ 火

薬陰謀事件+ で あ っ た ｡ こ れ は未遂に終わ っ たが事件後,
1 60 7 年 ,

ジ ェ
ー ム ズ

ー

世 は ｢ 忠誠の 誓 い+ (t b e O ath o f A ll egi a n c e) を い わば ｢踏み 台+ と して 国内

の カ トリ ッ ク教徒 に課 し, 彼 らの 忠誠を自ら に誓わせ る こ と に よ っ て王朝め衰

定を計ろうとした ｡ その 結果,
こ の 誓 い をめ ぐっ て 王側及びカ トリ ッ ク教側 か

ら賛否両帝が入り乱れ,
この ｢ 書物戦争+ とも言う べ く論争は英国の みな らず

大陸に まで拡大 して い く こ と に なる ｡

( 1 )
カ トリ ッ ク教徒 にと っ て ｢ 忠誠の 誓 い+

を ジ ェ
ー ム ズ ー 世 に対 して たて るか否かは カ トリ ッ ク教を捨て る か否か の信仰

に 関わ る重要な問題 で あ っ た ｡ こ の ｢ 忠誠 の 誓い+ の 2 年後の1 60 9 年,
ロ バ ー

ト ･ パ ー ス ン ズ ( R o b e rt P e r s o n s) は ｢ 忠誠の 誓 い+ を批判 した 『カ トリ ッ ク

教徒夷国人 の 判断』 (Th e l u d g m e n t of a C a th oli ck e E n gli sh -

m a n) を出版する ｡

( z '

こ の 反論書は単 に
-

ジ ュ ズ イ ッ トに よ る もの で はなく, 当時の ジ ュ ズイ ッ トの

最大の 論客パ ー ス ン ズ によ っ て 書か れたと いう事実を考慮 に い れる と簡単 に は

無視 出来な い 書とな っ てく る ｡ 言うなれ ばパ ー ス ン ズ の 反論書は ジ ュ ズイ ッ ト

及びカ トリ ッ ク教会側 か らの ジ ェ
ー ム ズ ー 世の ｢ 忠 誠の 誓 い+ へ の 反論を代弁

して い ると考える こ とがで きる の である ｡ それ故, 本論で は パ ー ス ン ズ の 『カ

トリ ッ ク 教徒英 国 人 の 判断』 を ジ ェ
ー ム ズ ー 世 の 『忠誠 の 誓 い 弁 明』 (A n

A p ol o gi e f o r th e O a th of A ll egi a n c e)
( 3 ) との 関係で 論じ,

い か に して パ ー ス ン ズが
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ジ ェ
ー ム ズ ー ■

世 に反 論 して い る の か 考察 して い き た い
｡

パ ー ス ン ズ の 『カ ト

リ ッ ク 教徒英国人の 判断』 をジ ェ
ー ム ズ ー

世と の 関係で 論ずる こ とは ジ ェ
ー ム

ズ ー

世と ロ
ー

マ ･ カ トリ ッ ク 教会と の 論争の 核心 を解明する こ とに なる ｡

パ ー ス ン ズ の 反論書の 完全 な タイ トル は
, 『宗教の た め に故国を追放され て

生き る カ トリ ッ ク教徒英国人 の 判 断｡ 彼の 英国在住の個人的な友人に あて 善か

れ る ｡ 『三 重 の 結び 目に 三重 の くさ びを』すな わち 『忠誠の 誓 い 弁明』 と して 出

版さ れ , 遺 された最 近 の 書に つ い て ｡ 英 国カ トリ ッ ク教徒 - の 教 皇パ ウ ロ 五 世

の 二 つ の 教書 と 主席司祭ジ ョ
丁ジ ･ ブ ラ ッ ク ウ ェ ル ヘ の 枢機卿 ベ ラ ル ミ - ノ の

書簡に対して ｡ その なかで 上記の 誓 い がカ トリ ッ ク 教徒 の 良心 に対 して不法で

ある こ とが示 され る ｡ なぜ ならばその 誓 い に はカ トリ ッ ク教徒の 宗教 に反する

様々 な条項が含まれ て い るか ら』 である ｡ こ の なか で 『三 重 の 結び目』 と は表

題 にも ある よう に
,

パ ウ ロ 五 世 の 二 つ の 教書と ベ ラ ル ミ - ノ の ブ ラ ッ ク ウ ェ ル

へ の 書簡を意 味して い る ｡ ジ ェ
ー ム ズ ー

世 が教 皇教書と書簡を取り上 げ批 判 し

て い る の で
,

パ ー ス ン ズも それらを取り上 げ,
ジ ェ

ー ム ズ ー 世 に反論すると い

う方法をと っ て い る ｡ ジ ェ
ー ム ズ ー 世 の 『弁明』 へ の パ ー ス ン ズ の 反論は , 上

記の 副題にもある よう に
,

カ トリ ッ ク教 に反する多くの 条項を含ん で い る ｢ 忠

誠 の 誓 い+ が ,
カ トリ ッ ク教徒の 良心 に と っ て い か に不法 である か の 立証で あ

る ｡ そ
･

の 反論は
, ｢ 忠誠の 誓い+ の 内容吟味,

パ ウ ロ 五 世 の教書考察, 及 び ベ ラ

ル ミ
- ノ の 書簡検討の 三 点か ら成 っ て い る が, 反論の根幹は

, (1) ｢ 忠誠の 誓 い+

は ジ ェ
ー ム ズ

ー

世が主張する よう に単に ｢ 市民 と して の 服従+ の み をカ トリ ッ

ク 教徒に要求 して い る だけなの か , (2) 人は誰も｢ 良心 の 自由+ を有して い る が ,

ジ ェ
ー ム ズ ー

世 は こ の ｢ 良心 の 自由+ を侵害 して まで ｢忠誠の 誓い+ をカ トリ ッ

ク 教徒に 強要する こ と はで き る の か,
であ る ｡ そ れで は い か に して パ ー ス ン ズ

は ジ ェ
ー ム ズ ー

世 に反論して い る の か ｡ こ の 間題 に移 る前に ジ ェ
ー ム ズ

ー

世 の

｢ 忠誠の 誓 い+ の 要点に つ い て触れて お こう ｡ 上記(1) に つ い て , ジ ェ
ー ム ズ ー

世

は 『弁明』 の なかで 幾度と なく ｢忠誠の 誓 い+ は市民と して の 王 へ の 服従 の み
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を要求するもの である こ とを強調する ｡

… tbi s l a st m a d e O ath [th e O at h o f A ll e gi a n c e] c o n t ai n et b n o s u ch m att e r [ a s c ath oli c

R eli gi o n] ,
o n el y m e d dli n g w ith th e ci vill o b edi e n c e o f S u bj e cts t o

l
th eir S o v e r aig n e

,
i n

m e e r e t e m p o r all c a u s e s ･

( 4 )

ジ ェ
ー ム ズ ー

世は , 『弁明』. の なか で ｢ 忠誠の 誓 い+ が市民と して の 王 へ の 服従

に 関わ る だけで カ トリ ッ ク 教 に は 少 しも触れ て い な)
,
､ こ と を繰り返 し強調す

る ｡ こ れ は,
パ ー ス ン ズの 『判断』 の 後, 1 6 0 9 年 ジ ェ

ー ム ズ ー 世が パ ー ス ン ズ

へ の 反論と して ヨ ー ロ ッ パ の 君主 へ ｢ 忠誠の 誓 い+ の 正当性を訴えた 『す べ て

の キリ ス ト教君 主
, 自由君主と キリ ス ト教 国家 へ の 警告』 (A P 71e m O nitio n t o all

c h ristia n M o n ar ch e s , F r e e

l

p ri咋C e S a n d S t a t e s of C h rist e n d o m e) で も変わ る こ との な

い 主 張で あ っ た ｡ ジ ェ
ー ム ズ ー 世か らすれば

, ｢ 忠誠の 誓 い+ の 目的は単 に ｢市

民 と して従順なカ トリ ッ ク教徒+ と ｢ 強情な火薬爆発反逆者信奉者+ を 区別す

る こ とで ある ｡ しか し, ｢ 忠誠の 誓 い+ が国内の カ トリ ッ ク教徒を最も悩ま した

点は , 果たして そ れが ジ ェ
ー ム ズ ー

世 の 主張する よう に単 に ｢ 市民 と して の 服

従+ の み.を彼ら に安東する の か と い う こ とで あ っ た｡ ｢ 忠誠の 誓 い+ は
一

見する

と ｢市民と して の 服従+ だけの 世俗的な誓い の よう に見える が, しか し
,

それ

に は カ トリ ッ ク教徒が無視で きな い 次の
一

節が含まれ て い た ｡

A n d I d o e f u rth e r s w e ar e
,
T h at I d o e fr o m m y h e a r t ab h o r r e

,
d et e s t a n d abj u r e a s

i m p l O u S a n d H e r e ti c all , thi s d a m n abl e d o ctri n e a n d. p o siti o n
,
T h at P ri n c e s w hi ch b e

e x c o mm u ni c at ed o r d ep ri v ed b y t h e P o p e
,

m ay b e d e p o s e d o r m u rth e r e d b y th eir

s u bj e cts , o r a n y o th e r w h ats o e v e r .

( 5 )

｢ 私 は
, 教皇 に よ っ て破 門され職を停止 され る君主 は その 臣民 また は他の い か

なる 人に よ て も廃位され または殺害され ると い う こ の 憎む べ き教義と見解を不

敬か つ 異端と して 心か ら嫌悪 し, 憎み , 取り消すこ とを さらに誓 い ます｡+ と い

う こ の 誓 い には教皇の ｢破門権+ ｢ 王廃位権+ が扱われ
, ｢ 忠誠の 誓い+ を たて
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る カ トリ ッ ク 教徒は それらを ｢不敬+ ｢ 異端+ と して否認 しをけれ ばな らな い ｡

それ は教皇権 の 否認である ｡ 教皇の 王廃位権をめ ぐり, ｢ 忠誠の 誓 い+ は
一

層複

雑な問題をカ トリ ッ ク教徒 に投げか ける こ とに なる ｡ 教皇の
`
王廃位権に つ い て

パ ー ス ンズ は い かなる見解を示 して い る の か｡ 王 は直接神か らその 権威を得る

と い う王権神授説を否定した ベ ラ ル ミ - ノの 矛盾を指摘 したジ ェ
ー ム ズ ー

世 に

対 して パ ー ス ン ズは 次の よう に言う｡

F o r i n t h e fi r st pl a c e B ell a rm i n e
'

s w o rd s ar e t h e s e : P ri n c IP a t u S S a e C ul a ri s ･ &

c . S e c ul a r P rin c e d o m i s i n stit ut e d b y m a n , & i s of th e l a w of N a ti o n s ; b ut

E c cl e si a s ti c all P ri n c e d o m e i s o nly fT10 m G o d
,

a n d b y d ivi n e l a w
,

w hi ch h e m e a n eth

e x p r e sly o f t h e fir st i n stit u ti o n o f th o s e P ri n c ip aliti e s , o r G o v e rn m e n ts : f o r th at at th e

b egi n n i n g G o d di d n o t i m m edi atly ap p o i n t t h e s e p a rti c ul e r a n d di ff er e n t f o rm s of

T e m p o r all g o v e rn m e n t
,

w hi ch n o w th e w o rl d h at h
,

s o m e of Ki n g s
,

s o m e of D u k e s
,

s o m e of C o m m o n w e alth e s
,
b u t a p p o l n t e d o nl y , th at th e r e sh o ul d b e G o v e r n m e n t ,

l e a vi n g t o e[ a] c h n ati o n t o t a k e o r c h o o s e w h at t h e y w o uld . B ut th e E c cl e si ati c all

G o v e rn m e n t b y B i s h o p s w a s o r d ai n e d i m m e di atly b y C h ri st hi m s elf e , f o r w hi c h c a u s e

B ell a r m i n e s ait h i n t h e s e c o n d pl a c e h e e r all e d g e d : T h a t K in g d o m e s a r e n o t

i m m e di a tly in stit u t e d jTy10 m G o d
,
b u t m e di atly o nl y b y m e a n e s o f t h e p e o pl e ; w hi c h

p e o pl e th e r ef o r e m ay c h a n g e t h ei r fわr m s of g o v e m m e n t
,

a s i n m a n y C o u n t ri e s w e s e e

th at th e y h a v e : b u t y et w h e n a n y fb r m e of G o v e m m e n t i s e s t abli sh e d
,

a n d G o v e r n o u r s

pl a c e d th e ri n
,

th eir a u th o ri t y a n d p o w e r i s f r o m G o d
,

a n d t o b e o b ey e d o u t of

C o n s ci e n c e , u n d e r p a l n e O f d a m n a ti o n , ･ ･ ･ A n d h e th at w ill r e ad b u t fr o m hi s t hi rd

C h ap t e r d e L a ici s u n t o th e 1 3 . s h all fi n d st o r e of a s s e rti o n s & p r o of e s t o th at e ff e ct
,
t o

o mi tt m a n y o th e r pl a c e s th r o u g h o ut hi s w o rk e s . S o a s th e f o r m e r p r o p o si ti o n , T h a t

K i n g s h a u e n o t th ei r A u th o ri ty n o r ojfi c e j わ m G o d n o r h is l a w ,
i s v e ry fr a u d ul e ntly

s ett d o w n . F o r if h e u n d e r s t a n d
,
th at th eir f o r m e of P ri n c ip ality a n d O ffi c e th e ri n , i s

n o t i m m e di atly fr o m G o d s i n stit u ti o n
,
b u t b y m e a n e s of h u m a n e l a w e s

,
of s u c c e s si o n

,

el e c ti o n , o r th e lik e; it i s t ru e . B u t if h e m e a n e , t h at th ei r A u th o rity l S n o t f
'

r o m G o d

eit h e r m e di at e
,

o r i m m e di at e
,

o r i n d u c e th n ot o bli g ati o n of C o n s ci e n c e i n o b eyi n g
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th e m
,

a s it s e e m e t h h e w o ul d h a v e hi s R e ad e r t o thi 止 e; it i s m o st f al s e .

( 6 )

こ こ に は教皇の 王廃位権 は直接述 べ られて い な い が, ジ ュ ズ イ ッ トの 王観が如

実 に説明さ れ, 王 の廃位権も当然 の こ となが らそ の 裏 に読み取 れる ｡
つ まり,

教皇 は直接神か らその 権威を得 るが, 王 は民衆を通 して そ の 権威を得る だけで

ある ｡ こ れ は明らかに ジ ェ
+ ム ズ ー

世の 王権神授説否定で
,

王権は民衆か らそ

の 権力を委譲さ れる と い う ジ ュ ズ イ ッ トの 民権重視 の考え で ある ｡ こゐ考え に

よれ ば王が民衆の 意に そ ぐわな い 場合に は民衆は い つ で も王を廃位できる こ と

にな る ｡ ジ ェ
ー ム ズ ー

世の 王権神授説と は真 っ 向か ら衝突する理論で ある ｡ カ

トリ ッ ク 側 にと っ て王権の 神性否定と民権委譲 によ る 王権説主張は ジ ェ
ー ム ズ

ー

世の 王権神授説論破 と何 よ りも ジ ェ
ー ム ズ ー

世廃位 の 格好 の 正当性を カ ト

リ ッ ク教徒 に与える こ と になる ｡ 人 間に よ っ て作 られる も の は人 間に よ っ て 廃

止 され る ｡ そして王廃位の 正当性が認め られればカ トリ ッ ク 教徒 は ｢忠誠の 誓

い+ か ら解放 さ れ る ｡ と こ ろが パ ー ス ン ズ は教皇 の 王廃位権や 王権の 由来 に関

して 詳細 に論じようとは しな い ｡ なぜ パ ー ス ン ズは それ らを深く論 じようと し

なか っ た の か ｡ 確か に パ ー ス ン ズ は, ジ ェ
ー ム ズ ー 世 へ の 反論 の なか で ジ ェ

ー

ム ズ ー

世が挙げた教皇 の 王廃位や 殺害に つ い て 触 れ て い る が, そ れ らは た だ

｢誇張+ ｢ 拡大+ ｢ 歪曲+ ｢ 不誠実な取り扱 い+ で ある と言うだけ で
( 7 )

, 真 っ 向か

ら教皇の 王廃位権に つ い て は論じな い ｡ 又 , 教皇の 俗事 へ の 介入 に 関して も ベ

ラ ル ミ - ノ の 間接権力説 に ほん の 少 し触れ て , 次の よう に言うだ けで ある ｡

… th e P o p e b ath n ot A uth o d ty w ith o u tj u st c a u s e
,
t o p r o c e e d ag ai n st th e m [t e m p o r all

p ri n c e s] … . O u r a u th o rity i s li 血t e d b y J u sti c e . D i r e ctl y al s o th e P o p e m ay b e d e ni e d t o

h a v e s u c h a u t h o ri ty ag ai n st P ri n c e s
,
b u t i n dir e c tly o nl y , l n O ndi n e a d spi rit u ali a , ･ ･ ･

( 8 )

/

｢ 教皇に は 世俗君主を訴える 正当な理由の な い 権威 は な い ｡ 我 々 の 権威 は正 義

に よ っ て制限される ｡ 直接的に また教皇は君主 に対 して そ の ような権威を有す

る こ とを否定される か も しれな い が , 間接的にだ け,
つ まり精神に関する事 に

関する秩序の なか で 君主 に対 して権威を有する の で ある ｡+ と述 べ る パ ー ス ン ズ
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は, 間接権力説を詳細 に論じはしな い
｡ ｢ 忠誠の 誓 い+ の 中で最も物議を醸した

｢ 王廃位+ ｢ 王殺 し+ ｢ 王と教皇の優劣争 い+ を パ ー ス ン ズ は正面から取り上げる

こと はしな い
｡ ただ

,
ジ ェ

ー ム ズ ー 世の ｢ 忠誠の 誓い+ の 誤りを正すだけで あ

る ｡ 本来ならばパ ー ス ン ズ は
, 教皇権力や王廃位権を少子

- ム ズ ー

世と同 じく

聖書, 古代教父 , 宗教会議か ら反論す べ き で あ っ たが,
パ ー ス ン ズの 書 は大陸

へ 追放されたカ トリ ッ ク教徒が英国の 友人 へ あて た書簡と いう形式を取 っ て い

る ため か ただ友人に対 して ｢ 忠誠の 誓 い+ の 誤 っ た主張を指摘し, 正 して い る

だけで ある ｡ ｢ 忠誠の 誓 い+ 論争の 問題点を十分 に知り尽くして い たは ずの パ ー

ス ン ズ か らすれば こ れ は い ささか物足りな い 印象を読者 に与えかねな い
｡

｢ 忠誠の 誓い+ に関 して教皇の 王廃位権に論点が移る と ジ ェ
ー ム ズ ー 世の 主張

は カ トリ ッ ク 教徒 に疑 問を投ずる こ と に なる ｡ カ トリ ッ ク 教徒は , 教皇 の 王廃

位権否定が教皇権の 否定に至り, それが自らの 信仰と密接 に 関わ っ てくる と見

なす｡ ｢ 忠誠の 誓い+ は ジ ェ
ー ム ズ ー 世 の 言う ごとく｢単なる市民 と して 誓 い+ を

カ トリ ッ ク 教徒に要求する の で は なく,
カ トリ ッ ク教徒と して の 信仰も問われ

る 誓い とな っ てくる ｡ こ の ような看過 しえな い 重 要な問題点を含む ｢ 忠誠の 誓

い+ に対 して パ ー ス ン ズは い かむ
.

こ反論して い る の か ｡ 最初 に パ ー

ス ン ズ は
, 『弁

明』 を ｢ 忠誠の 誓 い+ の 内容,
パ ウ ロ 五 世 の 二 回の教書, 最後に枢機卿 ベ ラ ル

ミ - ノ の ブラ ッ ク ウ ェ ル へ の 書簡の 順 に見て , そ れ に反論を して い く ｡ ｢ 忠誠

の 誓い+ 内容に 関 しての 最大 の 論点は
, 果 た して教皇は Iy: ェ

-

ム ズ ー 世 が言う

よう に｢ 市民と して の 服従+ の みを要求する 問題に干渉して い る の かで あ っ た｡

ジ ェ
ー ム ズ ー

世は次の よう に ｢ 忠誠の 誓 い+ の 正当性を述 べ る ｡

F o r if h e [th e P o p e] thi n k e hi m s elf e m y l a w f ull J u d g e , w h e r ef o r e h ath h e c o n d e m n e d

m e u n h e a r d ? A n d
,
if h e h a v e n o t hi n g t o d o e w ith m e a n d m y g o u v e r n m e nt ( a s i n d e e d

h e h ath n o t) w h y d o et h h e m itt e r e f al c e m i n ali e n a m m e s s e m , t o m e d dl e b et w e e n e m e

a n d m y s u bj e ct s
,

e s p e ci all y i n m att e r s t h at m e e r ely a n d o n el y c o n c e rn e ci vill

o b e di e n c e ?
( 9 )

｢ 忠誠 の 誓 い+ が ｢ 市民と して の 服従+ に関わ る内容の 誓 い で あり , そ れゆ え教
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皇は王 と臣民と の 間に干渉する こ とに よ っ て ｢ 他人 の 収穫に鎌を投げる+ こ と

を して い る ｡
.
ジ ェ

ー ム ズ ー 世は, 『弁明』 の な申､ で再三 ｢忠誠の 誓 い+ が世俗的

な性格 を有 し, 臣民 の 君主 へ の 忠誠が魂の 信仰と救済に反 して い る と いう パ

ウ ロ 五世の 反論 に触れ る ｡

F o r h o w th e p r o f e s si o n o f th e n at u r al A ll e gi an c e o f S u bj e cts t o th eir P ri n c e c a n b e

di r e ctl y o p p o sit e to th e f aith a n d s al v ati o n of s o ul e s ,
i s s o f a r r e b e y o n d m y si m pl e

r e a di n g i n D i vi niti e
,

a s I m u s t th i n k e it a st r a n g e a n d n e w A s s e r ti o n
, t o p r o c e e d o ut of

th e m o u th of th at p r et e n d ed g e n e r all P a st o r of all C h ri sti a n s o u l e s ･

(10)

ある い は

A n d I e v e r h el d it f o r a n i nf allibl e m a xi m e i n D i vi niti e
,
th at t e m p o r all o b edi e n c e t o a

t e m p o r all M agi str at e
,
did n o thi n g r ep u g n e t o m att e r s of f aith o r s al v ati o n of s6 ul e s , a s

i n thi s B r e v e [ o f P a ul V] i s all ed g ed
,

w a s n e v e r b ef o r e h e ar d n o r r e ad of i n th e

c h ri sti a n C b u r c b .

( ll)

世俗君主 へ の 世俗的服従 は信仰問題や魂の 救済 に は全く反 して い な い
｡ 服従や

忠誠の 欠如が聖書で 認め られて い る例 は なく, ジ ェ
ー ム ズ ー 世 は終始 ｢忠誠 の

誓い+ の 正当性を聖書, 古代教父, 宗教会議か ら主張し,
カ トリ ッ ク教会側か

らの 批判を退ける ｡ さ らに, ジ ェ
ー ム ズ ー

世 は , ｢ 忠誠の 誓 い+ は
一

千年前 の ト

レド宗教会議特に 第4 回宗教会議で布告された忠誠の 誓 い の 例に なら い
, 神 の

声に よ っ て保証され, 過去の 宗教会議 により認可さ れたと言う｡

A n d th at th e w o rl d m a y y et f a rth e r s e e o u r s a n d th e w h ol e S t at e s s e ttl n g .d o w n e of

this O ath
,
did n o t p r o c e e d fr o m a n y n e w i n v e n ti o n of o u r o w n e

,
b u t a s it is w a r r a n t e d

b y th e w o rd of G o d : s o d o eth it t a k e th e e x a m pl e 血
.

o m a n O at h of A ll egi a n c e d e c r e e d

a th o u
l
s a n d y e e r e s ag o n e ,

w hi c h a f a m o u s C o u n c ell th e n
,
t o g eth e r w ith di v e r s o th e r

c o u n c el s
,

w e r e s o f a r r e fr o m c o n d e m ni n g ( a s th e P o p e n o w h at h d o n e thi s O ath) .
. .

'1 2)

⑳81



㊥人文科学研究 第1 1 6 輯

ジ ェ
ー ム ズ ー

世が主張する よう に ｢忠誠の 誓 い+ が新 しい も の で は なく, 市

民と して の 服従だけ しか要求され て い な い の であればカ トリ ッ ク教側は こ の 論

争 に加 わる 必 要はな か っ た｡ な の に なぜ 教皇は こ の 問題 に干渉 し, 更に カ ト

リ ッ ク教徒 に ｢忠誠の 誓 い+ を禁止する まで に至 っ たの か ｡ な ぜ教皇は ｢ 他人

の 収穫 に鎌+ を入れ たの か ｡ 答え は明白で あ る ｡ 教皇は , ｢ 忠誠の 誓 い+ フうミ単に

｢ 市民と して の 誓 い+ と は見なさず, 逆にそれが カ トリ ッ ク教 の信仰と魂の 救済

に反 して い ると考えたからで ある ｡ ｢ 息誓の 誓 い+ は
,

い わばやトリ ッ ク 教会を

真 っ 向から否定した誓 い で ある とカ トリ ッ
_
ク 教会側 は考えた の であ る ｡

パ ウロ

五世は 第
一

教書で 明白に述 べ る ｡

- S u c h a n O at h c a n n o t b e t ak e n w ith o u t h u rti n g o f th e C ath o lik e F aith a n d th e

s al v ati o n of y o u r s o ul e s ; s e e l n g lt C O nt ei n e s m an y thi n g s w hi c h a r e fl at c o n tr a ry t o

F ait h a n d s al v ati o n .

( 13)

パ ー ス ン ズの 『判断』 の 副題が パ ウ ロ 五 世の こ の 見解に従 っ て い る の は明らか

で ある ｡
パ ー ス ン ズ は パ ウ ロ 五 世の 言葉 に従 っ て 『判断』 を書 い て い る が, 英

国の カ トリ ッ ク教徒 は王 に市民と して服従 し, 過去におy
､ ても現在 にお い て も

臣民は君主 に誓 い をたて て い る の である ｡

･ ･ ･I p r e s u m e n o C at h oli c k e i n E n gl a n d , w ill d e n y t o s w e ar e all ci vill o b e di e n c e th at h e

o w e th t o hi s M aj e sty , o r th at a n y s u bj e ct h at h e v e r i n f o rm e r C a th oli c k e ti m e s s w o rn e

t o th ei r l eig e L o rd s o r P ri n c e s
,

o r d o i n o th e r c o u ntri e s at t hi s d ay ･

( 1 4)

教皇で すら ｢市民と して の 服従+ 時カ トリ ッ ク教の 信仰と魂の 救済に は反 して

い な い と言う｡

･ ･ ･th e P o p e d oth n o t p r o hibit e n a t u r all O b edi e n c e i n thi n g s l a w f ull ; n Q r d o th s a y , th at

s u c h n at u r all
,

o r ci vil1 O b e di e n c e i s o p p o sit e t o f aith o r s al v ati o n o f s o ul e s; n o r t h at

th e O ath i s u nl a w fu 1l
,
f o r e x hibiti n g s u ch n at u r all o r ci vill O b e di e n c e :

(15)
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しか しなが ら,

■
｢ 忠誠の 誓 い

■

+ に
‾
は俗事 に関わ る他に カ トリ ッ ク教と密接 に関わ

る点 があり, そ の ため に カ トリ ッーク教徒 は ｢ 忠誠の 誓 い+ を受け入 れ る こ と は

でき な い ｡

･ ･ ･ alb eit di v e r s p a rt e s th e r of w e r e l a w f ull
,
t o w it

,
all s u ch cl a u s e s , a s ap p e rt ai n e d t o th e

p r o m i s e of C i vill a n d T e m p o r all o b e di e n c e : y et o th e r thi n g e s b ei n g I nt e rl a c e d a n d

m i 又t th e r w ith
,

w hi c h d o d et r a c t 丘･

o m th e sp l n t u all A u th o riti e of th ei r s ai d hig h e st

p a st o u r ( at l e a st w i s e i n di r e c tl y) t h e w h?1 e O ath
,

a s it li etb
,

w a s m ad e th e rb y

u nl a w f ull .

( 16)

｢ 忠誠の 誓い+ の 市民的 ･ 世俗的な側面は合法的であ るが, 誓 い に は教皇の 霊 的

権力を損なう内容が混合 され ており, その た め に パ ー ス ン ズ は , ｢ 忠誠 の 誓 い+

は不法と結論づけた の である ｡ 更に パ ー ス ン ズ は教皇の 言葉を受けて , ｢ 忠誠

の 誓 い+ に は市民と して の カ トリ ッ ク教徒とカ トリ ッ ク 教会 に関わる 点が述 べ

られ, しか もそれが巧妙に組み 合わ されて い る の で
,

カ トリ
:
y ク教 に少な か ら

ざる侵害を及ぼ して い る と言う｡

. . .i n w hi c h[th e O ath o f A 11 e gi a n c e] ,
b oth Ci vill a n d E c cl e si a sti c all p oi nt s ar e c o u c h e d ,

a n d c o nj oi n ed c r aftily t o g e at h e r
,

w ith n o s m all p r ej u di c e of th e s aid C ath oli ck e

R eli gi o n ･

( 17)

パ ー ス ン ズの 『判断』 で 立証しなければならな い こ と はま さに上記の 論点, 即

ち ｢忠誠の 誓 い+ に は ｢ 市民と して の 服従+ 以外 に カ トリ ッ ク 教 に関わる 点が

歴 然と して あ る と い う こ と で あ っ た ｡ ｢ 忠誠 の 誓 い+ で は,
カ トリ ッ ク 教 は

ジ ェ
ー ム ズ ∵ 世 が｢ 彼 の 領土を支配する真なる 王

,
正 統な領主+ で あり , ジ ェ

ー

ム ズ ー

世 に対 し て は真なる忠実な臣民 で あ る こ とを認 め る が ,
こ れ に関 して は

異論がな.い ｡ しか し問題 は , カ トリ ッ ク教徒 は更に次の よう にカ トリ ッ ク 教に

反する 点を奮わ なければならなしミ土とであ る
′

｡
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I m u st s w e a r e i n lik e m a n n e r s o m e r p o l n t e S C O n C e 皿 1n g th e li m t ati o n of t h e P o p e s

a u t h o ri ty ･ ･ ･ ･ w h at h e c a n n o t d o t o w a rd s hi s M aj e sti e o r hi s S u c c e s s o u r s i n a n y c a s e

w h ats o e v e r .

(18)

こ れは明らか にカ トリ ッ ク 教の 教義 ･ 信仰 に触 れており, 教皇権の 妥当性 に 関

わる問題 である ｡ 二 番目 の 反論は教皇パ ウ ロ 五 世の 教垂の なかの 教皇 の 言葉に

よ る ｡ 教皇は
, ｢ 忠誠の 誓 い+ を たて ればカ トリ ッ ク 教の 信仰とカ トリ ッ ク教徒

の 健全な魂が傷 つ く , なぜならば ｢忠誠の 誓 い+ に はカ トリ ッ ク教の 信仰とカ

トリ ッ ク教徒の 健全な魂 に反する多くの 点が含まれて い るか らである と言う｡

･
-it o u g h t t o b e cl e e r e u n t o γo w

,
b y th e w o r d e s t h e m s el v e s , th at s u c h a n O ath c a n n o t

b e t a k e n w ith o ut d o m a g e t o th e C ath oli c k e f aith
,

a n d h e alth o f y o u r s o ul e s : f o r th at it

c o n t ei n eth m a n y t hi n g s ag a l n S t t h e s ai d C ath oli c k e f ai th
,

a n d h e alt h o f y o u r s o ul e s ･

(19)

こ の よう に パ ウ ロ 五 世 は ,
カ トリ ッ ク教徒 は ｢忠誠 の 誓 い+ を たて る こ とが で

き な い こ とを明言する ｡
パ ウ ロ 五 世 の ｢ 忠誠の 誓 い+ 禁止 の 理 由は最初の 理由

と同 じで ある ｡ 第三 の ｢ 忠誠の 誓 い+ へ の 反論は枢機卿 ベ ラ ル ミ - ノ の ｢ 忠誠

の 誓 い+ へ の 判断に よ る ｡
ベ ラ ル ミ - ノ は次の ように言う｡

N o m a n c a n p r of e s s e hi s C i vill s u bj e cti o n , a n d d ete st tr e a s o n a n d c o n s p l r a C y . . .b u t h e

m u s t b e f o r c e d al s o t o r e n o u n c e t h e P ri m a c y o f th e S e a A p o st oli c k e ･

(2 0)

ベ ラ ル ミ - ノ に よ れば ｢忠誠 の 誓 い+ に は俗事と霊 に関わ る点,
つ まり市民 と

して の 服従 と教皇権 の 否認 の 両 方が 同時 に含 ま れて い る ｡
ベ ラ ル ミ - ノ は,

ジ ェ
ー ム ズ ー

世の ｢ 忠誠の 誓 い+ を ユ リ ア ヌ ス 皇帝が皇帝旗の なか に自分の 像

と異教 の神 々 を混合 させ た こ とと比較 し, ｢ 忠誠 の 誓 い+ に は合法的な事柄と非

合法的な事柄が巧み に織り こ まれて い る こ とを指摘し,
カ トリ ッ ク教徒 は ｢ 忠

誠の 誓 い+ を たて る こ と は で き な い こ とを 強く主張す る ｡ 第四 の 反論と して ,

パ ー ス ン ズ は カ トリ ッ ク 教徒 の 直面する問題解決の ため に カ トリ ッ ク教徒 に
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ジ ェ
ー ム ズ ー

世 へ の 市民と して及 び世俗的な服従を提案する ｡ しか し ｢ 忠誠の

誓 い+ に は教皇権 に触 れる箇所が ある の で 良心 の 安全さを保ち ながら ｢ 忠誠の

誓 い+ をたて る こ と は でき な い
｡

こ の よう にパ ー ス ン ズ は , ｢ 忠誠 の 誓 い+ の 内容,
パ ウ ロ 五 世 の 教書,

ベ ラ ル

ミ - ノ の 見解か らそれぞれ ｢ 忠誠の 誓 い+ が い か に カ トリ ッ ク教徒に と っ て 自

己o) 宗教的信念と相入 れな い 内容を含ん で い る かを指摘 し,
カ トリ ッ ク教徒 は

｢忠誠 の 誓い+ をたて る こと はで きな い と述 べ る ｡ 市民と して の 服従, 世俗的義

務 の 容認を ジ ェ
ー ム ズ ー

世に 申し出て もそ れが受け入 れ られ なけれ ば, ｢ 単な

る市民 として の 服従+ 以上 の もの が ｢ 忠誠の 誓い+ で は要求されて い る と パ ー

ス ン ズ は言う｡ 確か に パ ー ス ン ズ の 言う ごとく, ｢ 忠誠の 誓 い+ に は ｢ 市民と し

て の 服従+ 以外 にカ トリ ッ ク教 の 根幹に触れる教皇権 の 否定と い う重要な項目

が含ま れ て い る こ と は 否定で きな い ｡ 国内 に は ジ ェ
ー ム ズ ー 世 に 忠実な カ ト

リ ッ ク 教徒と教皇 に忠実なカ トリ ッ ク教徒が おり , 前者は身の 安全を最優先 に

考え王 に従 っ たが, 後者 の敬慶 なカ トリ ッ ク教徒 は ｢ 忠誠の 誓 い+ を前 に王を

選ぶ か教皇を選ぶ か大 い に そ の 心 を悩まさ れ る こ と に な っ た｡
パ ー ス ン ズが

『判断』を書 い た の はそ の ようなカ トリ ッ ク教 に ジ ェ
ー ム ズ ー 世 に対 して ｢忠誠

の 誓 い+ をたて な い こ と に は正当な理由があると い うことを説き, 達巡するカ

トリ ッ ク 教徒に激励と勇気を与える ため であ っ た ｡
パ ー ス ン ズ に と っ て は故皇

廃位権は カ トリ ッ ク教 の教義と深く絡み合 っ て い る 問題で
, それ に触れる ｢忠

誠の 誓 い+
‾
は 良心 の 安全を保 っ て誓う こ とは で きな い の で ある ｡

B u t f o r s o m u ch , a s th e Q u e sti o n o f hi s [p o p e

'

s] A u th o ri ty , w h at h e mi g h t d o
,
i n

c e rt ai n e u rg e n t c a s e s
,
f o r th e p r e s e rv a ti o n of a n y C o u n tr e y , an d f o r t h e u ni v e r s all g o o d

o f G o d s C h u r c h , i s a m a tt e r b el o n g l n g t O d o c tri n e & R eligi o n
,
h e c a n n o t w ith s af ety o f

hi s C o n s ci e n c e s w e a r e u n t o t h e A rti cl e s a n d b r a n c h e s o f th e O a t h t o u c h i n g th at

p o l n t ･

( 21)

パ ー ス ン ズ は 『iTl 断』 で 終始 ジ ェ
ー ム ズ ー

世の ｢ 忠誠の 誓 い+ が教皇権の 否定

をカ トリ ッ ク 教に 強要 して い る こ と を指摘する ｡
パ ー ス ン ズ は

, ｢
.
忠誠の 誓 い+
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は ｢ 市民として の 服従+ の み をカ トリ ッ ク 教徒に 要求して い ると い う ジ ェ
ー ム

ズ ー 世 の 主張を様々 な角度か ら吟味し, どの 観点か らみ て もカ トリ ッ ク教徒 は

｢忠誠の 誓 い+ を た て る こ と は不可 能だと言う｡

パ ー

ス ン ズ の 反論 は こ れだ けで 終わ らな い
｡

パ ー ス ン ズ は, 教皇はたとえ世

俗的な問題 に しても直接的で はな い が 間接的に世俗的君主 に干渉で き る と い う

ベ ラ ル ミ - ノ の ｢ 教皇間接権力説+ を持ち出してくる ｡

… th e P o p e b ath n o t A ut h o d ty w ith o u tj u st c a u s e
,
t o p r o c e ed ag ai n st th e m [t e m p o r all

p ri n c e s] … O u r a u th o rity i s li m it e d b y J u sti c e . D i r e c tly als o th e P o p e m a y b e d e ni e d

t o h a u e s u ch a u t h o rity ag a l n S t P ri n c e s , b u t i n dir e c tl y o nl y , l n O Tld in e a d s pi rit u ali a , a n d

w h e n c e r t ai n e g r e a t
,
i m p o rt a n t

, & u rg ? n t c a s e s
,

c o n c e r n l n g C h ri siti a n r eligi o n f all o u t

･ … b et w e e n e o u r S o v e r a lg n e , a n d th e S e a A p o st oli c k e ;
(2 2)

｢ 正当な理由+ が い かな る場合に正当 で ある か は 議論の 余地が あろうが , 間接的

に
,

つ まり, ｢ 精神の 目的の ため に+ ならば教 皇 は俗権を行使する こ とがで き る ｡

｢ 精神 の 目的の ため に+ と い う 口実も 教皇 が い か ように も解釈で き る言葉で あ

る ｡ 本来,
ジ ュ ズイ ッ トは教 皇 に は俗権が な い こ とを認め て い た が

,
カ
_トリ ッ

ク教徒 の 救済に危険が及 ぶ場合 に は世俗的 , 精神的な存在で あ る信者の 生活 に

介入 で き る と考えて い た ｡ ｢ 忠誠 の 誓 い+ の 場合 ,
た とえそれ が ジ ェ

ー ム ズ
ー

世

が主張す る よう に市民 と して の 俗事 に 関わ る誓 い で ある か ら教皇 は こ の 問題 に

関わる権利は な い と言 っ て も , 教皇側 はそうは考えな い
｡ たとえそれが俗事で

あ っ て も, カ トリ ッ ク教徒の 精神的霊的指導の た め に教皇は干渉で き る の であ

る . 教皇間接権力説 はカ トリ ッ ク 数個 にと っ て は 非常に好都合な説で
, 否定的

に見れ ば教皇はカ トリ ッ ク教徒 の 精神的霊 的指導を口実 に世俗的 ･ 霊 的事柄の

区別な しに あらゆ る こ と に干 渉で き る こ と に なる ｡
パ ー ス ン ズ は こ の 教皇間接

権力説をも利用 して 教皇の ｢ 忠 誠 の 誓 い+ - の 干 渉には正統性 がある と主張す

る ｡ 更に パ ー ス ン ズは神の 摂理 と い う よi) 大き な観点から ｢忠誠の 誓 い+ に反

論する ｡
パ ー ス ン ズ は言う｡

一 部 カ トリ ッ ク教徒は ｢忠誠 の 誓 い+ に 同意した

が , 教皇の 直接 ･ 間接権を否定して まで 同意 したの で はな い
｡ も し教皇権否定
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を承知の うえで ｢ 忠誠の 誓 い+ をたて たの で あれ ば, それは カ トリ ッ ク神学者

の
一

般的な同意 に矛盾する し, 神の 摂理 が不完全で あ っ た こ とを告白する こ と

に なる ｡ なぜ な らば神が ｢ 忠誠の 誓 い+ と い う ｢ 大き な法外な悪+ に対 して何

ら正 当な救済策を残さ なか っ た はず は な い か らで あ る ｡
パ ー ス ン ズ は , 教皇

権
- こ の 場合 ｢忠誠の 誓 い+ へ の 教皇の 干渉 - よ り広く言えばカ トリ ッ ク教 は

神 の 摂理 である
,

と考えて い る ｡ 神の 摂理 に不完全 はありえな い から教皇権 に

不完全 は ありえな い ｡
つ まり, 教皇の ｢ 忠誠 の 誓い+ へ の 介入 は不当な介入と

は言えず, そ 抑ポ申の 摂理で ある
‾
と い う考え に至 る ｡ こ れ は カ トリ ッ ク教 の プ

ロ テ タ ン ト ヘ の 優位 に基 づくも の であり,
カ トリ ッ ク教以外は

一

切の 宗教を認

め な い と いう見解 に至 る ｡ カ トリ ッ ク教徒と して の パ ー ス ン ズの 自負が見られ

る 見解であるが ,
こ の 倣慢とも い える態度は 第

一

部の 最後で も見 られ, そ こ で

パ ー

ス ン ズ は カ トリ ッ ク 教 の 英 国 国教会 へ の 歴 史 的な優位を ｢ 既得権+ (I u s

a c q ui sit u m ) と い う点か ら強調して い る ｡

- t h e C ath oli c k e C h u r c h h ath I u s a c q u l SFt u m , a u n Ci e n t ri g h t o v e r H e r e ti ck s , a s h e r d u e

S uj e ct s
,
f o r th at b y th eir B ap ti s m e

,
th ey w e r e m a d e h e r S u bj e ct s

,
a n d l eft h e r

aft e r w a r d , a n d w e n t o u t o f h e r ; a n d s h占 u s eth b u t h e r a u n ci e n t m a n n e r o f p r o c e e di n g

a g a l n S t t h e m , a s a g ai n st all o th e r o f th ei r ki n d a n d q u ality fr o m th e b egi n n l n g ･

( 23)

しか し
, 英 国国教会 は歴 史的にはカ トリ ッ ク教よ りも新 し い の で

,
カ トリ ッ ク

教 に対して ｢ 既得権+ を有する こ と は ありえな い
｡

B u t th e P r o t e st a n t C h u r c h of E n gl a n d h ath N ull u m l u s a cq u l S lt u m u p o n C ath oli ck s ,

t h at w e r e i n p o s s e s si o n b ef o r e t h e m , f o r m a n y h u n d r e d y e ar s , a s i s e vi d e n t ･

(2 4)

ま た, 過去の カ トリ ッ ク 教の 時代に い かなる 王 に よ っ て も ｢忠誠 の 誓 い+ の よ

うな奮い が カ トリ ッ ク教徒 に強要された こ と はなか っ たし,
い かなる現存する

外国 の
‾

*
1

トリ
,

?

1

,
ク君主 によ っ ても強要されて い な い

｡ だか ら い かなる理 由い か

な る権利 によっ て
■■

も夷国カ トリ ッ ク教徒 は彼 らの 良心 に反して ｢忠誠の 誓 い+
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を強要されたり, 良心 の ため に ｢忠誠の 誓 い+ をたて る こ とを拒否して も罰せ

られたり打 たれ たり殺さ れたり は で き な い ｡
パ ー ス ン ズ が言わ ん とする こ と

は
, 英国回教徒 は元 来カ トリ ッ ク教徒であり, 洗礼を受けた段階ですで に カ ト

リ ッ ク教会は彼らを ｢獲得+ して しま っ て い る ｡ たとえ彼 らが その 後カ トリ ッ

ク教会を離れようとも,
カ トリ ッ ク 教会は彼らに対 して ｢ 既 得権+ があり,

カ

トリ ,) ク 教会を離脱 した英国国教徒が カ トリ ッ ク教徒を改宗させ ようと して ち

その 権利 はな い と いうの であ る ｡ そ れ故, ｢ 忠誠の 誓い+ はカ トリ ッ ク教徒 に教

皇権を否定さ せ るが ,
こ れはカ トリ ッ ク 教徒に カ トリ ッ ク教を破棄する こ とを

意味する ｡ しか し, カ トリ ッ ク教 の｢ 既得権+ によりそれ は不可能で ある と パ ー

ス ン ズ は考え る ｡ ｢ 既得権+ か らの ｢ 忠誠の 誓い+ 拒否は ジ ェ
⊥ム女 一 世で は全

く触れ ら れて い なか っ た ｡ しか し,
こ の ｢ 既得権+ か らの ｢ 忠誠 の 誓 い+ 拒否

は, 上記 の ｢ 摂理+ と同様,
プ ロ テ タ ン トの あ らゆ る主張を否定でき る カ トリ ッ

ク教 に と っ て は非常 に都合 の よ い 論理 で ある こ と は明白で ある ｡ ｢ 既 得権+ は本

来は法律用語 で あろうが,
こ の 論理 に よ っ て カ トリ ッ ク 教は自ら に都合の 悪 い

もの に は簡単に拒否で き, カ トリ ッ ク教の 権力を保持で き る の で ある ｡

パ ー ス ン ズ は
,

こ れまで ｢ 忠誠の 誓 い+ の 内容, 教皇パ ウ ロ 五世の 教書, 及

び枢機卿 ベ ラ ル ミ
-

ノ の 書簡, 教皇間接権力 , 神 の 摂理か ら ｢忠誠の 誓い+ に

反論してきたが , 第
一

部の 最後に至り更に ｢ 既得権+ と い う論理 を使用 する こ

と によ りジ ェ
ー ム ズ ー 世 に更な る反論を試みる ｡

パ ー ス ン ズ の 反論は こ れで 終

わる の で は な い
｡ 彼 は, カ トリ ッ ク教徒の ｢ 良心 の 自由+ と い う点か ら ｢忠誠

の 誓 い+ に反論する ｡ 次に ｢ 良心 の 自由+ と ｢ 忠誠の 誓い+ に論点を移した い ｡

パ ー ス ン ズが ｢ 良心 の 自由+ を ｢ 忠誠 の 誓 い+ 反対 の 理由と して あげたの は

ジ ェ
ー ム ズ ー

世が｢ 忠誠の 誓 い+ で｢ 良心 の 自由+ を｢ 思 い あがりの 窮み+ (h eig h t

o f p ry d e) と厳 しく批判 した か ら で あ る ｡

■12
しか し, 果た して カ トリ ッ ク教徒 の

｢ 良心 の 自由+ は彼 らだけの 主張 で あ っ た の か ｡
パ ー

ス ン ズ は , 過去の 歴 史から

プロ テ ス タ ン トの 中 にも ｢ 良心 の 自由+ の た め に戦 っ た人が い る の に なぜ カ ト
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リ ッ

‾
ク教徒がそれを主張すれ ば ｢ 思 い あがりの 窮み+ と呼ばれる の か理解で き

な い
｡

H o w
,
& w ith w h at r e a s o n

,
m ay h e [ Ki n g J a m e s] c all

_
it [th e lib e rty o f c o n s ci e n c e]

th e h eig h t of p yy d e i n E n gli s h C at h oli c k s , t o h a v e b ut h o p e th e r of , w hi c h i s s o

o rdi n a ry a d o ct ri n e & p r a cti c e o f all hi s b r eth r e n i n f o r r ai n e n ati o n s
,
t o w itt

,
f o r u s t o

e x p e ct lib e rty o f C o n s ci e n c e
,

a t th e fir st e nt r a n c e o f o u r n e w Ki n g ,
of s o n o bl e

,
a n d

r o y all a m y n d b ef o r e t h at ty m e
,

a s h e w a s n e v e r k n o w n e t o b e g l V e n t O C ru elty ,
o r

p e r s e c u ti 血 i n hi s f o - e r r a lg n e ?
( 25)

｢ 思 い あがりの 窮み+ と い う言葉 は む しろ 『弁明』 を書 い た ( と パ ー ス ン ズが

思 っ て い る) ト マ ス ･ モ ー ト ン とその 信奉者 に当て は まる の で は な い か ｡ なぜ

なら彼ら は エ リ ザ ベ ス 女王在任中 ジ ェ
ー ム ズ ー 世 に と っ て は 旧敵で あり ,

い つ

も説教, 書物, 演 説で 王 に対 して 厳 しい 憎 しみ の 態度を取 っ て い たが , 今 は王

か ら特別 な愛顧を期待 して い る か らで ある ｡
パ ー ス ン ズの 反論が どうあれ

,
王

へ の 服従を臣民 に要求する絶対王政論者ジ ェ
ー ム ズ ー 世に と っ て｢ 良心 の 自由+

は簡単に容認で きな い 危険な思想で あ っ た こ とを考えれ ば, ｢ 良心 の 自由+ が

｢ 思 い 上 がりの 窮み+ で ある と
■
い う主張も理解でき よう｡ なぜ な ら 一

度｢ 良心 の

自由+ を認めれ ば, 臣民の 心 を王 に結 びつ けておく こ とで きず, 各人が各々 自

己本位な行動を取り, 王 へ の 服従もままな らず, ジ ェ
ー ム ズ ー

世王朝の 安定を

維持で きなくな っ てくる から で ある ｡ 絶対王政 の 打破を目指 し, 反王権神授説

を 唱える ジ ュ ズイ ッ トか らすれば, 個人が主 に絶対服従する 理由 は見あたらな

い
｡ 逆 に

,
王が民衆に従わねばな らな い ｡ 絶対権力と言え ども侵 害で き な い 個

人 の ｢ 良心 の 自由+ を盾 に,
パ ー

ス ン ズ は ｢ 忠誠の 誓 い+ に異論を唱える ｡

で は ,
パ ー ス ン ズ は い かに して ｢ 良心 の 自由+ か ら ｢息誓の 誓 い+ へ 反論を

試みて い る の か ｡
パ ー ス ン ズ によ れば, 良心 の 自由は神の 法に最も適合して お

り, 良心を奪 っ たり強制したりする こ と は人 間に 行使さ れ る最高の 暴逆で あ

る ｡

(26)
更に ,

パ ー ス ン ズは , ｢ 忠誠の 誓 い+ フう言 い かに カ トリ ッ ク教徒 の 良心 を悩

ませ たか に触れ, ｢ 忠誠の 誓い+ がカ トリ ッ ク教徒 に降りかか っ た ｢ 精神 の 最大
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の 苦悩+ で
,

い か なる暴力も人 々 の 良心 へ の 暴力 に匹敵する もの はな い と言う ｡

I c a n a s s u r e y o w , th at it [t h e O ath of A ll egi a n c e] i s t h e g r e a t e s t af fl i cti o n o f m y n d
,

a m o n g ot h e r p r e s s u r e s ,
t h at e v e r f ell u nt o th e m . F o r t h at n o vi ol e n c e , i s lik e t o th at ,

w hi ch i s l ai ed u p o n m e n s C o n s ci e n c e ;
(2 7)

人 は財 産, 名誉,
地位 ,

生命を失う こ と には耐え られる が
, 良心 の 圧 迫に は耐

え る こ と は で きな い ｡ なぜ ならも し良心 の 圧迫 に屈 すれ ば, 人 は神 を怒 らし,

自己 の 生命を失う こ と にな るか らで ある ｡ 良心 は信仰の 最後の 砦で , 信仰 に よ

らな い も の はす べ て 罪で あ ると聖 パ ウ ロ は言 っ た が, 良心 に よ らな い もの はす

べ て 罪 で あ る と も言 えよう ｡ 良心 の 自由 は パ ー

ス ン ズ に と っ て は権利 で あり,

誰によ っ ても侵す こ と の で きな い もの となる ｡ ｢ 良心の 自由+ は近代社会 におけ

る個人主義の 助長 に
一

層の 拍車を かけ,
こ れ以後 の ｢ 寛容精神+ にも大きな影

響を及 ぼすこ とに なる ｡ た だ問題と なる の は ｢ 良心 の 自由+ に は客観的な判断,

尺度が存在しな い と い う こ とで ある ｡ 個人 は すべ て 個人 の 判断で｢ 良心 の 自由+

を主張でき る ｡ こ れが極端 に押 し進め られた場合 , 結果と して何が生 ずる か は

明らか である ｡ ジ ェ
ー ム ズ ー

世が何 よりも恐れた の は ｢ 良心 の 自由+ がもた ら

す無秩序 , 社会的混乱であ っ た はずで あ る ｡ ジ ェ
ー ム ズ ー 世 は ｢ 忠誠の 誓 い+

が ｢ 正 し い+ と主張 し, そ の ｢ 正 しさ+ をカ トリ ッ ク教徒個人 に 強制する ｡ し

か しそ れ は見方を変えれば個 々 人 の ｢ 良心 の 自由+ へ の 侵害と も言える ｡ 個人

が ｢ 良心 の 自由+ を捨て て まで ジ ェ
ー ム ズ ー

世 に従う疑う余地 の な い 正当性が

｢忠誠の 誓 い+ にあれ ば状況は違 っ てくる ｡ しか し, ｢ 忠誠の 誓 い+ に は問題 点

が多 い ｡ とすれ ば, 個人は ｢ 忠誠の 誓い+ に は従えず, ｢ 良心+ に頼る しか取る

べ き道は な い
｡ 絶対王権と ｢ 良心 の 自由+ に は こ の ような デ イ レ ン マ が絶えず

付きまと っ て い る ｡ 教皇の 俗事介入 に 関 して , 教 皇の ｢ 正当な理由+ や ｢ 精神

の 目的 の ため に+ と い う口実が教 皇に解釈次第で い か なる俗事介入も可能な ら

しめた の と 同様, ｢ 良心 の 自由+ もカ トリ ッ ク教徒が意の まま に行使で き る自由

であ っ た｡ 個人が
一

人
一

人｢ 良心 の 自由+ を叫ん だら どの ような結果 にな るか ｡

章の まま に 国家を , 国民 を操 ろうとする ジ ェ
ー ム ズ ー

世 にと っ て , ｢ 良心 の 自
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由+ は どうしても容認で きなくな っ てくる ｡ 時代 の流れと して はジ ェ ｢ ム ズ ー

世が固執した絶対王政,
王権神授説は市民の 台頭 に伴い

, 過去の 遺物と化 しつ

つ あら た｡ 個人 の 良心 を侵害し
,

左 右する こ とは も はや 許されな い 時伐となり

つ つ あ っ た｡ 絶対社会と市民社会の 対立 の
一

つ の 表れが ｢良心 の
_
自由+ で あ っ

た わけで あるが ,
ジ ュ ズイ ッ トの パ ー ス ン ズ は過激な民権重視派として ｢ 良心

の 自由+ を全面 に打ち 出し, ジ ェ
ー ム ズ ー 世 の ｢ 忠誠の 誓 い+ に 反論す る ｡ 教

皇権の 否定と教皇権の 異端性を要求される カ トリ ッ ク 教徒 に と っ て ｢ 良心 の 自

由+
■
は絶対権力 へ の 無言 の

, 非暴力 的 な抵抗 の 最後 の 砦で あ っ た ｡ 無 言 の
, 非

暴力的な抵抗の 砦で あ るが ゆえに , その 力 は 一 層根強く, 不気味で もあ る ｡ な

らば こ そ ジ ェ
ー ム ズ ー 世 が ｢ 良心 の 自由+ を ｢ 思 い 上が りの 窮み+ と して退 け

ようと したの である ｡ ｢ 良心 と は , 神が人間 に植え付けた知識の 光の 以外 の 何

もの で もな い+ と ジ ェ
ー ム ズ ー

世は 『王道論』(B a silik o n D o Tt m) で ｢ 良心+ を

定義 し, ｢ 確か な知識 に基 づ かな い 良心 は無知なる 空想か倣慢な虚栄で ある+ と

更 に述 べ
, 良心 と知識 の 関係を 強調 した｡

(28) カ トリ ッ ク 教徒 の ｢ 良心 の 自由+

を ｢ 思 い 上が り の 窮み+ と決め つ けた ジ 土
- ム ズ

ー

世 は , カ ト リ ッ ク 教徒 の

｢ 忠誠の 誓 い+ 解釈を ｢確か な知識+ に基 づ かな い ｢ たわ ごと+ と見な して い る

の かも しれな い ｡

.
い ずれ にせ よ

,

.
パ ー ス ン ズが ｢ 良心 の 自由+ を盾に ｢忠誠の

誓 い+
■

を拒否した こ と は , ジ ェ
ー ム ズ ー 世と して も黙 して 済ま せ る問題で は な

か っ た ｡

次に考えねばならな い の は, 良心 に反する誓 い で あ る ｡ ･ パ ー ス ン ズ はその よ

う な誓 い に は デ メ リ ッ トがあ ると言う｡ 良心 に反 して誓 い を強制される 人 に疑

い があ っ た場合, 誓い の 後は さらに多くの 疑 い が生 じ, その ような誓 い は逆効

果しかも たらさな い ｡

･ ･ ･if th e r e b e a n y c a u s e of d o u b t
,

of l o y all g o o d w ill i n th e m , t h at a r e f o r c ed t o s w e a r e

ag a l n S t t h ei r c o n s ci e n c e s : m u c h m o r e c a u s e a n d r e a s o n m a y th e r e b e of li k e d o u b t
,

aft e r th e y h a v e s w o rn e
,

th e n b ef o r e ･ F o r th at th e g ri ef e o f th ei r n e w w o u n d of

c o n s ci e n c e r e m a y n l n g Still w ithi n th e m , a n d sti mi n g t h e m t o m o r e a v e r si o n of h a rt
,
f o r

th e i ni u ry r e c e a v e d , m u s t n e e d s w o rk e c o n tr a ry e ff e ct畠t o th at w hi c h i s p r et e n d e d ･

(29)
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更に重要な こ と は, 良心 に反 して 誓 い をた て る者はその 誓 い を破 る こ とが でき

る こ とで ある ｡

A n d w h o s o e v e r w ill n o t sti ck e t o s w e a r e ag a l n S t th ei r c o n s ci e n c e f o r f e ar e
,
f a v o u r

,
o r

s o m e oth e r lik e p a s si o n , m ay b e p r e s u m e d
,
th at h e w ill a s e a sily b r e ak e hi s O a th , aft e r

h e h ath s w o 皿 e
, u p o n lik e m oti v e s , if o c c a si o n s d o m o o v e hi m .

(30)

そ して
,

パ ー ス ン ズは, 良心 に反する誓 い が い か に聖書で 非難されて い る か に

つ い て触 れる ｡

F o r it [s w e ari n g a g ai n st c o n s ci e n c e] i s th e hi g h e st d e g r e e o f s c a n d al a cti v e
,
s o m u c h

c o n d e m n e d a n d d et e st e d i n S c rip t u r e s , a n d s o d r e a d f ull y tb r e a t n e d b y o u r S a vi o u r
, t o

b e s e v e r ely p u ni s h e d i n th e lif e t o c o m e :
(31)

聖書か らの 具体的な例として バ ビ ロ ニ ア の ネ ブカ ドネザ ル
,

エ ジ プトの フ ァ ラ

オ , シリ アの ア ン チ オ コ ス が挙げられ, 彼 らの 世俗的な服従 に は問題 は なか っ

たが
, 彼らが良心 に反する こ と を命令する と

, 人 々 はそ の 命令に従わなか っ た ｡

ア ン チ オ コ ス の 場合 は次の ように述 べ られて い る ｡

T h e M a ch a b e e s i n li k e m a n n e r o b ey e d Ki n g A n ti o c h u s s o l o n g ,
a s h e c o mm a n d e d

n o thi n g a g a i n st th eir L a w a n d C o n s ci e n c e : b u t w h e n h e w e n t a b o u t t o fわr c e th e m t o

s a c ri fi c e , a n d t o e a t e s w y n e s - fl e sh
,

a n d o th e r t hi n g s ag a i n st th eir L a w a n d C o n s ci e n c e
,

th e y r ef u s e d o p e nly t o p e 血 m e th at O b e di e n c e s ･

(32)

マ カ ピ ー 族は
, 彼らの 法と良心 に反 しな い か ぎり王 に従 っ たが, 反する場合は

王 に は従 わ なか っ た ｡ こ れ ら三 人 の 王 は ジ ェ
ー ム ズ ー

世 に よ っ て 引用 さ れ,

ジ ェ
ー ム ズ

ー

世 は自分 に有利 に彼 らを利用 したが
, 逆 に パ ー

ス ン ズ は 同 じ引用

か ら自分 に有利な箇所を引用 する ｡ 当時の 論争の 一 つ の 方法は
一

方が使用 した

資料を相手が有利に利用する こ とで あ るが ,
こ の 場合もジ ェ

ー ム ズ ー 世 の 挙げ
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た三 人 の 王 の 例が道 に パ ー ス ン ズ に よ っ て ジ ェ
ー ム ズ ー 世に不利 になる ように

利用さ れて い る ｡ 古代教父 の場合は どうか｡ 彼 らの 場合も世俗申な市民 に関す

る 事柄 に お い て は た とえ異端者, 異教徒 であ ろうが 世俗君主 に は 従順 に従う

が, 神や宗教や 良心 に関わる問題にお い て は そうで はな い
, と言う｡ 例えばア

ウ グス テ イ ヌ ス で ある ｡ 彼 は ユ リ ア ヌ ス 皇帝 に触れ , 皇帝が偶像や犠牲をキリ

ス ト教兵士 に崇拝 させ よう と したと き , 彼 ら は皇帝より も神を選ん だ｡ しか

し, 皇帝が彼 ら に戦 い に行き, 他国を侵略する よう言 っ たと き彼 らは皇帝 に

従 っ た ｡ 彼らは ｢ 永遠 の 主+ と ｢ 世俗的王+ を区別 して い た の で ある ｡ ジ ュ
ー

牟 ズ ー

世 によ っ て引用 され て い る ア ウ グス テ イ ヌ ス 以外 の 古代教 父達, テ ル

ト ウ リ ア ヌ ス
, オ プタ

- ト ウ ス
, 殉教者 エ ス テ イ ノ ス

, ア ム ブ ロ シ ウ ス も皇帝

へ の 世俗的名誉 ･ 忠誠と神 に の み 属する宗教と良心 の名誉 ･ 忠誠とを-は っ きり

と区別して い る ｡ ア ム プ ロ シ ウ ス は,
カ エ サ ル の もの はカ エ サ ル に, 神の もの

は神 に与えた｡ 彼が良心 に反すろ誓 い を強要された らい かなる行動を取 っ たか

は明白で あろう｡
パ ー ス ン ズ は , 古代教父 を例 に出し, 良心や 宗教に反する 君

主 へ の 服従が彼らか ら立証され る こ とは な い と言う の で ある ｡ それで は宗教会

議で は どうな の か ｡ 宗教会議 は 皇帝に 服従 したと い うが こ れ は真実な の か ｡

パ ー

ス ン ズ は ,
ジ ェ

ー

ム ズ ー

世に よ っ て 言及 され た フ ラ ン ス 王 シ ャ ル ル マ +

ニ
チ 大帝と宗教会議を詳細 に調 べ る ｡ ジ ェ

ー ム ズ ー 世は宗教会議が シ ャ ル ル

マ - ニ ュ 大帝 に服従 し たと い うが , それ は い かな る点に お い て で あ っ た の か ｡

大藩が誓 い を発 したり したこ とは なか っ た ｡ なぜ 宗教会議が大帝 に従 っ た と言

わ れた か と い えば, 大帝の 命令で 宗教会議が召集され た か らで ある ｡ しか し,

実際は宗教会議 - の 同意は ロ ー マ 教皇からくる の が慣習で あ っ た｡ 信仰 に関す

る問題で認可 を受ける ため に宗教会議は大帝 に服従 した の か ｡ ア ル ル 宗教会議

で は司教の 権威 によ っ て シ ャ ル ル マ - ニ ュ 大帝は様 々 な習慣 を改善した か っ た

だけなの であ っ た ｡ 例え ば, 大帝とその 子 の ため に日 々 の 祈りを励行する とか

司教や 司祭がより勤勉 に勉強し, 人 々 に教訓 と説教 で教 える
.
t かである ｡ ア ル

ル 宗教会議で は世俗的王 国と支配権に 関する 問題 で 大帝の 好意, 権威, 認可 に

よ る以外は実行で きない 教会法とか法令があ っ た ｡ 宗教会議は単 に大帝 の 英知

に よりそれらを考慮 して も らい た い ため に大帝に提示 したの で あ っ て , 信仰 に
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関する論争は そ こ で は
一

切触れられて い なか っ た の で ある ｡ こ の 宗教会議 で 大

帝が宗教問題で司教よりも上で ある と い うの は正 しく な い
｡ シ ヤ1レル マ - ニ ュ

大帝が ジ ェ
ー ム ズ ー

世の ｢ 忠誠の 誓 い+ の ような誓い を発 したら, 司教達は世

俗的忠誠を公言する がその 信仰 の 関わる点に は異議を唱えたで あろうし, 良心

に反する誓い に つ い て は言う に及ばな い ｡ 結局 ジ ェ
ー ム ズ ー

世が主張する よう

に宗教会議は 良心 に 反する 誓い を認め た こ とは なか っ た ｡

パ ー ス ン ズ の 『見解』 に は , ｢ 忠誠の 誓 い+ 論争の 重要な問題 点が扱われ , な

ぜ彼 が ｢ 忠誠 の 誓 い+ を拒 否 しな けれ ば な ら なか っ た か が明快 に述 べ られ て い

る ｡ パ ー ス ン ズ の 反論 は
, (1) ｢ 忠誓の 誓 い で は教 皇権 が制限され て い る(2)教皇

パ ウ ロ 五 世は ｢忠誓の 誓 い+ を禁止 した(3)枢機卿 ベ ラ ル ミ - ノ は ｢ 息誓の 誓 い+

に は霊 的な事と世俗的な こ とが含 まれて おり, ｢ 忠誓の 誓 い+ を不法で ある と判

断した(4) カ トリ ッ ク教徒は , ｢ 市民 と して の 服従+ に関する条項には誓 い をた て

た が , 教皇権を疑う条項 に は触れず, 従 っ て ｢ 忠誠の 誓 い+ に は ｢ 市民 と して

の 服従+ 以上 の こ とが要求されて)ミる, の 四点か ら成 っ て い る ｡
こ れをパ ー ス

ン ズ は繰り返し論ずる が, それ は ｢ 三 重 の 結 び に三 重 のくさ びを+ と ジ ェ
ー ム

ズ ー 世 が タイ トル を つ けた 『弁明』 か らくる もの で ある ｡ ジ ェ
+ ム ズ ∵ 世が パ

ウ ロ 五 世の 二 っ の 教書と ベ ラ ル ミ - ノ を取り上 げて ｢忠誓の 誓 い+ を擁護 した

の で パ ー ス ン ズ は 同 じ方法で ジ ェ
ー ム ズ ー

世に反論 しなけれ ばならなず, それ

が反復を避 けられ な い も の と して い る ｡
パ ー ス ン ズ の 論点の 新 しさは , ｢ 既得

権+ と ｢ 良心 の 自由+ を基 に ｢ 忠誓の 誓 い+ 拒否を強調 した こ と であり, 教皇

の 廃位権や 王殺しを直接取り上げて論じる こ と は して い な い ｡ それを論 じなけ

れば,
パ ー ス ン ズは王権の 教皇権力 - の優位を容認する こ と に なる ｡ カ トリ ッ

ク教徒を ｢ 忠誠の 誓 い+ から解放するた め に は教皇 は王 を廃位すれ ばそれ で 十

分 であ っ た ｡ だか ら パ ー ス ン ズ は , 教皇の 王廃位権を何 よりも 論じ る べ き で

あ っ た ｡ と こ ろが
,

パ ー ス ン ズ はそれを徹底的 に行おうと は しな い
｡

パ ー ス ン

ズが行 っ た こ とは, 教皇教書と ベ ラ ル ミ
- ノ の 書簡を取り上げて

, 彼 らに沿う
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形で ｢ 息誓の 誓 い+ の 矛盾点を追求 し,
ジ ェ

ー

ム ズ ー 世 に反論を加える こ と な

の で あ る ｡
パ ー ス ン ズの 姿勢 は根本的に は教皇とベ ラ ル ミ - ノ の 姿勢と同様で

ある ｡ ただパ ー ス ン ズ が反論に使用 した カ トリ ッ ク教会の ｢ 既 得権+ と ｢ 良心

の 自由+ はそれまで に は見られなか っ た論法で あ っ た｡ ｢ 息誓の 誓 い+ 論争は い

わ ば出口 の 見えな い 論争で あ っ た｡

一

方が誓 い の 正当性を唱え ても, 他方は そ

れを不法と して 受 け入 れな い
｡

一

方は絶対王政を死 守 し, 他方 は民権 を重視

し, 絶対王権を否定する ｡ 両陣営はそもそも全く異なるイ デオ ロ ギ ー

に立脚 し

て おり, 両者が安協点を見 い だすこ と は不可能であ っ た ｡ ま た, 次の 間題点を

も ｢ 忠誓の 誓 い+ は含ん で い た ｡ カ トリ ッ ク 教徒は , 王 に対 して忠実なイ ギリ

ス 人とな ると 同時に , 教皇 に対 して も忠実なカ トリ ッ ク教徒と なりえる こ とが

で き る･ の か どうか ｡ こ れ は ジ ェ
+ ム ズ ー 世側 からすれ ば王朝存続に 関わる大き

な問題点で あ っ た ｡ ある い は , カ トリ ッ ク 教徒側 か らすれ ば, プ ロ テ ス タ ン ト

に も ジ ェ
ー ム ズ ー 世王朝を脅かす者が い る の に なぜ カ トリ ッ ク 教徒に だけ ｢忠

誓の 誓い+ を課す の か ｡ 宗教 と政治が微妙に絡 み合 っ て い る ｢ 息誓の 誓 い+ に

お い て
,

カ トリ ッ ク教徒を説得せ しめ る こ とは不可 能であ っ た｡ ジ ェ
ー ム ズ ー

世 を選 べ ばカ トリ ッ ク教徒 は教 皇を否認する こ と に なる ｡
･ 逆 に教 皇を選 べ ば,

ジ ェ
ー ム ズ ー 世 を否定する に至 る ｡

い ずれ に せ よ イ ギリ ス 国内の 敬慶な カ ト

リ ッ ク 教徒 は苦渋の 選択を迫 られ る こ とに なる ｡
パ ー ス ン ズが あれ ほ とまで に

｢息誓の 誓い+ に対 して反論したの は当然の こ と なが らロ ー マ ･ カ トリ ッ ク教会

の ためで あ っ たが , その 反論 の 背後に は ジ ュ ズイ ッ ト ･ パ ー ス ン ズ特有の 王権

観 が あり, それは決 して変わる こ と は な い
｡ それ が故 に, ｢ 忠誓の 誓 い+ 論争 に

お い ても ジ ェ
ー ム ズ ー

世 ,
パ ー

ス ン ズ は
一 致点を見 い だすこ と は でき なか っ た

の で ある ｡

パ ー ス ン ズに思うよう に反論 さ れ た ジ ェ
ー ム ズ ー 世 は臣下 に パ ー ス ン ズ ヘ の

反論を期待する ｡ その 最初の 反論はバ ー ロ ー ( W illi a m B a rl o w ) で あり, さ らに

バ ー ロ ー の 欠点を補 っ た の が ジ ョ ン ･ ダ ン (J o b n D o n n e) であ っ たが,
こ れ ら

に つ い て は校を改め て論 じた い ｡
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注

(1)
‾

こ の 間題 に つ い て は, c . H . M cll w ai n ( ed .) : T h e P o liti c a l W o r k s of J a m e s I ( N e w

Y o rk : R u s s ell & R u s s ell
,
1 9 6 5) , p . 1i x ff .

W
. K . J o rd a n : Th e D e v e l o p m e n t of R eligi o u s

T o l e r a ti o n i n E n gl a n d ( M a s s . : P et e r S m ith ,
1 9 65) ,

V ol .
Ⅱ

. p p .
7 6 -8 3

.
R

. C .
B ald : J o h n

D o n n e
,
A L lf e ( 0 Ⅹf o rd : O x f o rd U ni v . P r e s s , 19 7 0) , p p .

21 5 - 8 等を参照 ｡

(2) 本書の 英語タイ トル は
"

T H E I U D G M E N T O F A C A T H O LI C K E E N G LIS H - M A N ,

LI V I N G I N B A N IS H M E N T F O R H IS R E L I G I O N : W ri tt e n t o his p n v a t e f ri e n d i n

E n gl an d . C o n c e r n i n g A L a t e B o o k e s e t f o rth , a n d e n tit u l e d ; T ri pli ci n o d o , t ri ple x

c u n e 血s , 0 7; A n A p o l o gi e f o r th e O a th of A ll e gi a n c e . A g ai n st t w o B r e v e s of P o p e P a vl u s

V ･ t o th e C ath oli c k e s of E n gl a n d ; & a lett e r o f C ar di n all B ell a rm i n e t o M . G e o r g e

B l a c k w ell A r c h -

p ri e st . W h e ri n
,

t h e s a id O a th i s s h e w e d t o b e v n l a w b ll v n t o a

C a th o li c k e C o n s ci e n c e; f o r s o m u c h
,

a s i t c o n t e y n e th s u n d ry C l a u s e s 71eP u g n a n t t O hi s

R e ligi o n .

''

で あ る ｡ 本論で は E n glis h R e c u s a n t Lit e r at u r e 1 5 5 8 - 1 6 40 V o l u m e 8 2 Th e

I u d g m e n t of a C a th oli c k e E n gli s h -

m a n (1 60 8 ; rpt . N e w Y o rk : S c ol a r P r e s s ,
1 97 2) %

使用 する ｡ 本論で は
■
『判断』 と略記する ｡

(3) ジ ェ
ー

ム ズ ー

世 の 著作に つ い て は上記 M cII w ai n 版を使用 , 以下 『弁明』 と略記

す る ｡

(4) M cII w ai n
, p . 86 .

(5) M cII w ai n , p .7 4 .

(6) p e rs o n s
, p p .1 2 0 -1 2 1 .

(7) p e rs o n s , p .9 9 .

(8) p e r s o n s , p .1 8 .

(9) M cII w ai n
, p . 72 .

(10) M cII w ai n
, p . 7 7 .

(ll) M cII w ai n
, p . 7 9 .

(12) M cII w ai n , p . 8 7 .

(13) M cII w ai n
, p . 74 .

q4) p e r s o n s , p .8 .

(15) p e rs o n s , p .5 0 .

q6) p e rs o n s , p .1 0 .

q7) p e rs o n s
, p .1 3 .
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(18)

㈹)

(20)

CZl)

CZZ)

(23)

伽

(25)

(26)

(27)

eZ8)

e29)

(30)

(31)

(32)

ジ ェ
ー ム ズ

ー

世の ｢ 忠誠の誓い+ と ロ バ
-

ト ･ パ ー ス ン ズの F カ トリ ッ ク教徒英国人の判断』 ㊨

P er s o n s , p .
1 4

.

P e r s o n s , p p .1 4 - 1 5 .

P e r s o n s
, p .1 5 .

P e r s o n s
, p p .1 6 - 1 7 .

P e r s o n s , p .2 3 .

P e r s o n s
, p .2 3 .

M cII w ai n
, p .7 6 .

P e r s o n s , p .
3 9 .

P e r s o n s
, p .2 6 .

P e r s o n s
, p .2 0 .

M cII w ai n , p p .1 6 - 17 .

P e r s o n s
, p .2 1 .

P e r s o n s , p .2 1 .

P e r s o n s , p .
2 2

.

P e r s o n s . p .5 2
.
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